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第２章 発災後対応（応急対策期） 

 

・ 岐阜県地域防災計画に基づき災害対策本部が設置された場合には、第１章に示された組織

体制・指揮命令系統を確立する等の事前に検討した震災対応業務を可能な限り早期に実施す

るものとする。 

 

 

２－１ 災害廃棄物の処理主体     

 

                      

・ 災害廃棄物の処理主体は災害廃棄物が発生した被災市町村であることから、被災市町村

は、災害廃棄物発生量や廃棄物処理施設能力、職員の被災状況などを踏まえて、災害廃棄

物処理指針及び市町村災害廃棄物処理計画を基本として、災害廃棄物の処理指針を含む市

町村災害廃棄物処理実行計画を策定することとなる。 

・ 県は、被災市町村の上記の計画策定において、被災市町村が災害廃棄物を発災後３年以

内に処理できないことが明らかとなった場合又は一般廃棄物処理施設が災害により使用

不能になり復旧に相当な時間を要する場合等には、被災市町村の要請に基づいて、県市町

村間協定書による災害廃棄物処理の広域応援体制を構築する。 

・ 国が災害廃棄物処理指針を策定した場合には、県は、県災害廃棄物処理実行計画を策定

し、市町村はこれらを踏まえた市町村災害廃棄物処理実行計画を策定する。 

・ 災害により被災市町村の行政機能が喪失して被災市町村自らが災害廃棄物の処理をする

ことができない場合、県は、被災市町村からの事務委託を受けて、災害廃棄物処理を行う。 
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２－２ 組織体制・指揮命令系統                                                

 

 

・ 県内で震度５強以上の地震が発生したときは、廃棄物対策課職員及び県事務所職員は、

勤務時間外の場合は直ちに職場に参集し、勤務時間中はその場で岐阜県地域防災計画に基

づく廃棄物対策班及び支部をそれぞれ組織する。 

・ 環境エネルギー生活部長及び次長は、岐阜県地域防災計画に基づいて設置される環境エ

ネルギー生活部内の災害対策を総括し、指揮する。 

・ 廃棄物対策班のリーダーは、当面の対応において２４時間の勤務体制及び他所属から補

充人員の必要性を判断する。必要と判断した場合は、環境エネルギー生活部長から部内各

課へ応援職員の動員を依頼する。なお、２４時間の勤務体制とするときは、休憩室の確保

と休憩すべき者に適宜休憩を指示する。 

・ 県が被災市町村からの事務委託により災害廃棄物処理を実施する場合は、環境エネルギ

ー生活部長から総務部長に対し、下記（２）の表に基づく職員の補充を依頼する。 

 

廃棄物対策班の構成・事務分掌（再掲 14P） 

（１）初動期・市町村が災害廃棄物処理を行う場合 

 ①構成 

リーダー 係 廃棄物対策課 他の所属 

廃棄物対策課管理職員を充て

る。 

課長を統括リーダーとする。 

総括係 ４名 － 

広域調整班 ６名 － 

情報収集班 ６名 － 

・ 要員の追加が必要な場合は、環境エネルギー生活部長の指示により、部内各課から応

援職員を動員する。 

 

②業務内容 

係名 業務内容 

総括係 ・災害対策本部との連絡調整 

広域調整係 ・広域応援の実施に関する連絡調整（市町村、他都道府県、国、

事業者団体） 

・災害廃棄物処理全般の進行管理（国が災害廃棄物処理指針を策

定した場合は県災害廃棄物処理実行計画の作成） 

・災害廃棄物発生量の推計 

・災害廃棄物処理実行計画の作成支援 

情報収集係 ・被災市町村（一部事務組合を含む）、県事務所等からの情報収集 

・災害査定対応 

・国庫補助関係事務 

 

（２）県が災害廃棄物処理を実施する場合 

・ 県が被災市町村からの事務委託により災害廃棄物処理を実施することとなった場合

には、チームの構成及び業務内容を以下のとおりとする。 
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①構成 

リーダー 係 廃棄物対策課 部内各課 他の所属 

廃棄物対策課管理職

員を充てる。 

課長を統括リーダー

とする。 

 

総括係 ２名   

計画係 ３名   

  施設係※１ ２名 ６名 ２名※２ 

管理係 ２名 ４名  

処理困難物等処理係 ３名 ６名  

 ※１ 仮設焼却施設を１基建設・運用する場合の人員とし、複数基設置する場合は、

同規模の複数班体制とする。 

※２ 岐阜県災害対策マニュアル（危機管理部作成）に基づき、県災害対策本部職員

派遣チームに、施設の設計等に必要な技術職員の派遣を要請する。 

 

②業務内容 

班名 業務内容 

総括係 ・災害対策本部との連絡調整 

計画係 ・災害廃棄物処理実行計画の策定 

・災害廃棄物処理実行計画の進捗管理 

施設係 ・二次仮置場の整備・管理 

・仮設焼却施設の整備・管理 

管理係 ・国庫補助金の申請 

・災害査定対応 

処理困難物等処理係 ・有害廃棄物・危険物、適正処理困難物の処理 

・各リサイクル法によりリサイクルルートが確立された廃

棄物の処理 

・廃自動車等の所有者調査、処理 

・廃家電類の処理 
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２－３ 情報収集・連絡                                                        

 

 

１ 発災直後 

・ 支部職員は、被災市町村及び一般廃棄物処理施設を管理する一部事務組合の廃棄物担当

部局との通信・連絡が可能かどうかを確認し、通信・連絡状況を廃棄物対策班に報告する。 

・ 廃棄物対策班職員は、支部環境課、国の廃棄物担当部局並びに事業者団体との通信・連

絡が可能かどうかを確認する。 

・ 発災後１２時間経過しても、県防災行政無線（地上系・衛星系）又はＮＴＴ回線のいず

れによっても連絡を取ることができない一部事務組合があるときは、災害対策本部と調整

し、被災市町村がある支部環境課職員を派遣して連絡体制を確保する。 

・ 廃棄物対策班リーダーは、発災後参集しない廃棄物対策課職員がある場合、計画した廃

棄物対策班の人員が確保できるか防災部局で実施する安否確認情報により職員の参集見

込みを確認し、確保できない見込みがあるときは環境エネルギー生活部長に部内所属から

補充すべき人員数を申し伝える。 

 

２ 発災後３日目まで 

・ 廃棄物対策班は、被災市町村及び一部事務組合からの情報を定時に取りまとめるため、

被災市町村を所管する支部環境課を通じて、環境エネルギー生活部災害対応マニュアルに

基づき市町村及び一部事務組合の廃棄物担当部局に報告すべき事項、集計時点、報告時点

を明らかにして定時報告を依頼する。 

 

情報収集すべき項目（再掲 18P） 

区 分 情報収集項目 目 的 

避難所ごみ・し尿の収集・

処理状況 

・収集運搬状況 

・処理状況 

・必要な支援内容 

広域応援の実施 

廃棄物処理施設 

の被害状況 

・施設の被害状況 

・復旧見通し 

・必要な支援内容 

処理体制の構築 

仮置場整備状況 ・仮置場の設置場所と規模 

・必要資材の調達状況 

廃棄物発生状況 ・災害廃棄物発生量の推計値 

腐敗性廃棄物、有害廃棄

物・危険物の発生状況 

・腐敗性廃棄物の種類・量、発生状況 

・有害廃棄物の種類・量、発生状況 

・危険物の種類・量、発生状況 

生活環境の保全 

 

 ・ 上記以外に市町村から他市町村の状況等について情報提供の求めがあった場合、県は情

報収集し提供する。 
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２－４ 協力・支援体制                                                        

 

 

・ 廃棄物対策班は、災害廃棄物処理に関し、国、支援地方公共団体、事業者団体、災害廃

棄物処理支援団体へ取りまとめた情報を提供するとともに、支援要請を行う。 

・ 廃棄物対策班は、被災家屋の片づけなどのボランティアについて、県に問い合わせがあ

った場合は、岐阜県地域防災計画に基づき、災害対策本部の避難所支援チームを紹介する。 

・ 廃棄物対策班は、ボランティアが災害廃棄物の撤去作業に携わる場合に注意すべき事項

について、注意事項をまとめた文書を被災地のボランティアセンターが配布できるよう用

意する。 

 

１ 自衛隊・警察・消防との連携事項 

・  廃棄物対策班は、災害対策本部の受援チームを通じて災害廃棄物の撤去に関する必要

な情報を情報提供する。 

 

   

 

 

 

 

 

２ 国、応援地方公共団体との連携事項 

  県は、以下の事項について、情報を収集又は提供し、国・応援地方公共団体との連携に努

める。 

・ 災害廃棄物の発生状況の情報提供 

・ 被災市町村の災害廃棄物処理の支援要請事項の情報提供 

・ 事業者団体、災害廃棄物処理支援団体の支援状況の情報提供 

・ 県内の応援市町村による災害廃棄物の広域処理体制の構築 

・ 県外地方公共団体からの災害廃棄物処理に係る支援申し入れの取りまとめ（※） 

※ 他都道府県との協定に基づく支援の要請については、計画で想定する災害においては他

県においても甚大な被害が生じていることから、国による災害廃棄物処理支援の調整の状

況について留意する。 

・ 災害廃棄物等の処理に係る国から発出される災害廃棄物処理指針の周知 

・ 国に対する災害廃棄物処理の支援（財政、人員派遣、廃棄物処理の特例措置）の要請 

 

３ 事業者団体、災害廃棄物処理支援団体との連携事項 

（１）情報提供 

県は、以下の事項について、情報を提供し、各団体との連携に努める。 

・ 災害廃棄物の発生状況 

・ 被災市町村の災害廃棄物処理の支援要請事項 

・ 被災市町村のごみ、し尿の収集運搬・処理の状況の情報提供 

・ 避難所設置状況、仮設トイレの設置状況及び避難所ごみの発生状況 

 

（２）支援要請 

・ 仮設トイレのし尿の収集運搬について、被災市町村からの協力要請を受け、岐阜県環境

（自衛隊・警察・消防への情報提供項目） 

・ 被災者の捜索救助や道路啓開のための災害廃棄物の撤去に必要な情報

（仮置場の場所、廃棄物処理施設への進入路） 

・ 廃ＰＣＢ等の有害廃棄物、消火器等の危険物の所在情報、取扱方法 

・ 思い出の品、貴重品の搬送先・搬送方法 
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整備事業協同組合との「無償団体救援協定書」に基づく同組合への支援の要請を行う。 

なお、仮設トイレのし尿は、設置直後から収集運搬すべき事態となることが想定される

ため、被災市町村からの要請がない段階においても、岐阜県環境整備事業協同組合に支援

を要請することを検討する。 

・ 避難所ごみ等の収集運搬について、被災市町村からの協力要請を受け、岐阜県環境整備

事業協同組合及び岐阜県清掃事業協同組合に対し「無償団体救援協定書」に基づく支援の

要請を行う。 

  なお、避難所ごみ等は、避難所開設直後から収集運搬すべき事態となることが想定され

るため、被災市町村からの要請がない段階においても、岐阜県環境整備事業協同組合及び

岐阜県清掃事業協同組合に支援を要請することを検討する。 

・ 一般社団法人岐阜県産業環境保全協会との「地震等大規模災害時における災害廃棄物処

理等の協力に関する協定書」に基づく同協会への災害廃棄物の撤去、処分等への支援の要

請を行う。 
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２－５ 一般廃棄物処理施設等                                                  

 

 

１ 一般廃棄物処理施設等の安全性の確認・補修 

 ・ 廃棄物対策班は、支部環境課を通じて、一般廃棄物処理施設の被害状況及び復旧の見通

し等について情報を把握する。 

 

２ し尿処理 

・ 県は、仮設トイレのし尿の収集運搬について、被災市町村の要請により、岐阜県環境整

備事業協同組合との「無償団体救援協定書」に基づいて同組合に支援を要請する。 

・ 県は、し尿の処理に関し、被災市町村の要請に基づき、処理先、処理量等について、災

害被害が軽微なし尿処理施設、下水道施設及び岐阜県各務原浄化センターでの処理の調整

を行う。 

・ 仮設トイレのし尿の処理については、設置直後から収集運搬、処分が必要となることが

想定されるため、県は、被災市町村からの要請がない段階においても処理量等の把握に努

め、広域的な処理を構築する。 

 

３ 避難所ごみ等 

 ・ 県は、避難所ごみ等の収集運搬について、被災市町村から支援要請があったときは、岐

阜県環境整備事業協同組合及び岐阜県清掃事業協同組合との協定により、両組合に対して、

支援協力を要請する。 

 ・ 市町村は、避難所ごみ等を屋外に保管する場合には、被覆やコンテナを活用するなど、

雨天時における飛散、流出防止措置を講じる。 

 

４ 仮置場 

・ 県は、災害廃棄物を集積するために市町村が設置する仮置場の衛生管理に関し必要な助

言を行う。 

・ 県は、被災市町村からの要請に基づき、国有地又は県有地の使用について、国及び県機

関との必要な調整を行う。 

・ 仮置場については、環境省「災害廃棄物対策指針」の【技 18-3】「仮置場の確保と配置

計画に当たっての留意事項」、【技 18-4】「仮置場の運用に当たっての留意事項」などに詳

細がまとめられている。同資料からの抜粋も含め、市町村が設置する仮置場の設置・運営

に関する考え方や注意事項の主な要点を以下にまとめる。 
・ 県は各市町村に、看板等の必要資機材や関係団体との調整、管理人員の確保等、平時か

ら事前に準備し、協議・調整できるものはあらかじめ実施しておくことを助言する。 
 
【発災直後の仮置場開設】 

・発災直後から排出される片付けごみの保管場所として、平時から準備しておいた仮置場の

開設を迅速に行う。 
・仮置場の場所、受付日、時間、分別・排出方法等について住民等へ周知・広報する。 
・土地の返還を想定して仮置き前に土壌の採取を行い、必要に応じて分析できるようにして

おく。 
・必要に応じて、仮置き前に周辺の公共用水域及び地下水（井戸等）の状態を確認しておく。 
・民有地の場合、汚染を防止するための対策と原状復旧時の返却ルールを事前に作成し、地

権者や住民に提案することが望ましい。 
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【仮置場の管理運営】 

・出入口に交通誘導員を配置し、入口に受付を設置する。また場内には、分別指導や荷下

ろしを補助するための人員を配置する。 
・出入口に門扉を設置できない時は、夜間に不法投棄等をされないよう、重機でふさいだ

り、警備員を配置する。 
・片付けごみの搬入量を把握するため、車両の搬入台数を記録する。公費解体に伴い発生

した災害廃棄物については、その搬入量・搬出量の概略値の把握等のため、必要に応じ

て簡易計量器を出入口に設置する。 
・搬入・搬出車両の動線を考慮する。左折での出入りとし場内は一方通行とするため、動

線は右回り（時計回り）とするのがよい。場内道路幅は、搬入車両と搬出用の大型車両

の通行が円滑にできるよう配慮する。 
・仮置場には、災害廃棄物処理事業の対象ではない「便乗ごみ」が排出されやすいため、

受付時の被災者の確認、積荷チェック、周囲へのフェンスの設置、出入口への警備員の

配置など、必要に応じて防止策を検討する。 
・仮置場内レイアウトの留意点としては、「順番に下ろしやすいよう、大きなものや重いも

のの置場は後のほうに配置する」「処理困難物・危険物や廃建材（アスベスト含有の可能

性あり）は可能であれば離れた場所に配置し、雨水の接触を避ける」といった点を踏ま

えた分別配置にする。分別およびレイアウトの例を以下に示す。 
・土地の返還に際しては、設置した施設の撤去、既設の側溝や集排水設備内の堆積物の除去・

清掃など、現状復旧を行う。 
 

 

仮置場での分別例（出典：環境省） 
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レイアウト例１（縦横に余裕がある敷地のケース） 

 

 

レイアウト例２（細長い敷地のケース） 
 

【環境対策・火災防止等】 
・仮置場内又は近傍において、可能な範囲で大気質、騒音・振動、土壌、臭気、水質等の

環境モニタリングを行い、労働災害の防止や、周辺環境及び住民の生活環境への影響を

防止するよう努める。なお、異常な値が確認された場合には、関係機関へ連絡するとと

もに、必要な措置を講じる。 
・仮置きする前に仮舗装の実施やコンテナ、鉄板・シートの設置、排水溝及び排水処理設

備等の設置を検討し、汚水による公共の水域及び地下水の汚染、土壌汚染等の防止措置

を講じる。 
・廃棄物の積み上げ高さは、５ｍ以上とならないように管理するなど、火災防止には十分

留意する。 
・災害により破損した太陽光発電設備の保管及び処理に当たっては、感電の防止、破損等

による怪我の防止、水濡れの防止、仮置場で保管する場合においては分別保管等に留意

が必要であることから、県は市町村に必要な助言を行う。 
・太陽光発電設備は、一部破損していても受光面に光が当たると発電し、感電事故の発生

が懸念されるため、みだりに人が近づかないような措置を取り、受光面を下にするか遮

光用シートで覆い発電しないようにし、厚手のゴム手袋をして作業するなどの一連の措

置が必要となる。詳細については、災害廃棄物対策指針【技 24-16】「太陽光発電設備の

取扱いについて（被災した太陽光発電設備の取扱い上の留意事項）」を参照のこと。 
・石綿の飛散防止の観点から、県は市町村に必要な助言を行う。 
・石綿を含有しているおそれのある廃棄物については、初動対応者や住民等への注意喚起



 

- 57 - 

をはじめ、解体や片付けの際に明確に分別して袋詰め等すること、十分に湿潤化を行う

こと、破砕や切断は最小限に行うことなどの対策が求められる。詳細については、「災害

時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（第３版）」（令和５年４月・環境省）

を参照のこと。 
 

５ 住民広報 

・ 災害廃棄物の処理について、住民への広報を適切に行うよう、県は市町村に助言する。 
・ 主な広報手段とその特性については、下記のとおり整理される。いずれか一つに限定す

るのではなく、状況に応じて複数手段を組み合わせて使い分けるのが効果的である。 
 

広報手段 長所 短所 

紙チラシ 地域の多くの人に届きやすい 配布の手間がかかり、離れた場

所だと確認できない 
ホームページ・ＳＮ

Ｓ掲載 
遠隔地でも閲覧できる 高齢者や停電中などは閲覧しに

くい 
防災無線 地域の人の耳に届きやすい 最初から通して聴く必要あり 
テレビ・ラジオ 目に入りやすい 手元に残らないため後から確認

しにくく、常時閲覧できるわけ

ではない 
 

・ 災害廃棄物の処理方法（仮置場の案内）の広報を想定した場合、掲載すべき項目を平時

から整理し、チラシ等の文面の作成を平時から進めておくことが重要となる。発災後に急

いで作成すると重要項目の抜け等が発生しがちである。迅速かつ正確な情報伝達が、不適

正な災害廃棄物の投棄などを防ぐことにもつながる。 
・ チラシ等で案内すべき内容・項目としては、例えば下記のとおり整理される。なお、こ

うした内容は平時から構成しておくべき内容であるため、平時においても可能な範囲で住

民への広報や意識醸成を行うことが望ましい。日常ごみの分別パンフレット内に災害ごみ

の項目を設けて仮置場開設や分別品目を記載している例や、住民を含めた災害廃棄物ワー

クショップを開催している例などもある。（再掲） 
 

≪掲載すべき内容（仮置場開設の例）≫ 

（タイトル） 

災害ごみの仮置場を開設します 

 

（内容） 

●設置場所（地図と車両ルート付き） 

●搬入できる日程・時間 

●搬入できるもの・できないものの一覧 

●注意事項・必要事項・持参物 

（危険物・生活ごみ・便乗ごみ・域外搬入禁止、住所確認書類持参など） 

●場内配置図と下ろす順序 

（下ろしやすいよう積んでもらうため） 

●場内では係員の誘導に従うこと 

●高齢者など搬入困難者への対応（あれば） 
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●問い合わせ先 

 

・広報チラシの作成例を資料編に示す。 

 

６ 産業廃棄物処理施設の活用 

・ 県は、災害廃棄物の発生量が県内の一般廃棄物処理施設における広域処理等によっても

３年以内に処理できない場合は、産業廃棄物処理施設の活用について検討し、必要がある

場合には、一般社団法人岐阜県産業環境保全協会へ支援の要請を行う。 
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２－６ 被災市町村への人材派遣                          

 

 

・ 県市町村間協定書に基づき、廃棄物処理に関して市町村から職員派遣の要請があった場合

には、県職員を派遣する。 

・ 職員派遣により廃棄物対策班の構成人数が不足することのないよう、岐阜県業務継続計画

に基づき、部内他所属へ応援要請する。 

・ 災害により有害廃棄物や処理困難な廃棄物が生ずる可能性があるが、市町村からその処理

方法について助言の要請があった場合には、県は、国、有識者及び民間事業者団体等で構成

される災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.waste-Net）等を活用し支援を行う。 


